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午前10時00分開議 

○議長（三  良人）  おはようございます。 

 きょう、あすと大雨の予報でございますが、災害が起こらないよう願っております。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 これより議事に入ります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  ここで次の議案は地方自治法第１１７条の規定により、私が除斥となりま

すので退場します。 

 副議長に議長の職務を行っていただきます。 

〔議長退場〕 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１．議案第３３号 

○副議長（原野 敏彦）  それでは、議案第３３号財産の取得の変更についてを議題といたします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第３３号財産の取得の変更について、文教厚生委員会の審

査報告をいたします。 

 議案書１ページをお願いいたします。下記のとおり財産を取得することについて、地方自治法

第９６条第１項により、本議会の議決を求めるものです。 

 財産の内容は、土地、須恵町大字旅石字宮の下７筆、地目、田、５,７５２平方メートル、取

得額が変更前２億１,８００万８００円、変更後２億８７９万７,６００円です。 

 提案理由は、町立東幼稚園と町立かやの保育所を一元化し、第二幼児園を建設する用地を取得

するものです。 

 この第二幼児園の建設用地取得につきましては、昨年１２月議会で議決をした後、当初計画の

民設民営方式では譲渡税の特別控除の収用法、公拡法ともに適応されないことが税務署協議でわ

かったため、３月議会で一たん全額を予算より減額し、公設民営方式での税務署との協議となり

ましたが、幼稚園は学校教育法により設置者が運用するとの定めがあるため認められず、公設公

営方式をとることとなり、収用法５,０００万円控除が認められる見込みですので、譲渡税が係

らないことになりますから、以前の公拡法の１,５００万円控除で譲渡税算出後税を差し引いて、

最終的に手元に残る金額まで減額することの御理解を、地権者から得られたため変更するもので

す。 

 審議の中では水害防止対策について、公設での建設費用等についての質問がありました。Ｌ型

擁壁による造成で高速道路側を１.５メートルかさ上げし、建設等含めた単純総事業費試算は
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７億９,９７９万８,０００円となります。 

 内訳は造成費、造成費試算、設計費５００万円、造成工事費１億２,５００万円。建設費試算、

１階５００坪、２階２００坪の建設面積７００坪、建築設計費２,１００万円、建築工事費４億

２,０００万円。施設備品購入費試算２,０００万円。用地費２億８７９万８,０００円。 

 造成費、設計に際しては水害を考慮してとの意見が出ました。 

 文教厚生委員会、全員賛成で可決しております。 

○副議長（原野 敏彦）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。――質議なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第３３号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第３３号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○副議長（原野 敏彦）  起立多数であります。よって、議案第３３号財産の取得の変更について、

委員長報告のとおり可決されました。 

 以上でございます。 

〔副議長自席へ着席〕 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２．議案第３４号 

○議長（三  良人）  日程第２、議案第３４号須恵町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てを議題とします。 

 まず、総務建設産業委員長の報告を求めます。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第３４号須恵町固定資産評価審査委員会委員の選出に

ついて、総務建設産業委員会の委員会報告でございます。 

 議案書４ページでございます。本年６月３０日をもって、今泉豊壽氏の任期が満了となります。

これに伴い地方税法第４２３条３項の規定により、下記の者を選任したく本会議の同意を求める

ものであります。 

 住所、糟屋郡須恵町大字植木５６２番地、氏名、長田フミヱ、生年月日、昭和２３年１１月

１７日、任期、平成２３年７月１日より平成２６年６月３０日までの３年間です。経歴は次ペー

ジのとおりでございます。 

 定数は小学校校区に各１名の計３名で、今回は第二小学校校区ということでございます。 

 委員会、全員同意でございます。 

 以上です。 
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○議長（三  良人）  次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  文教厚生委員会、全員同意しております。 

○議長（三  良人）  各委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。――質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  異議なしと認めます。よって、議案第３４号について採決に入ります。本

案に対する各委員長の報告は同意です。よって、議案第３４号は各委員長報告のとおり決定する

ことに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第３４号須恵町固定資産評価審査委員

会委員の選任については、各委員長報告のとおり同意することに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３．議案第３５号 

○議長（三  良人）  日程第３、議案第３５号平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を求めます。 

○予算審査特別委員長（合屋 伸好）  議案第３５号平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第

１号）について、予算審査特別委員会の報告でございます。 

 別紙の歳入歳出補正予算書をお願いいたします。１ページでございます。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億３,９１５万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億２,５１５万１,０００円

とする。 

 ４ページをお願いします。事項別明細で説明をいたします。主なものを説明してまいります。 

 ９款１項地方交付税２５０万円、東日本大震災等被害の支援費、１０名の職員派遣の経費とし

て同額歳出を予定でございます。 

 １４款２項民生費県補助金４５５万６,０００円、７款教育費県補助金４５万円は、歳出のと

きに説明いたします。 

 １５款２項１目不動産売り払い収入、大字旅石と大字新原の２物件分でございます。旅石の物

件につきましては、前回の売却費に比べると少々安いのではという質問が出ておりますが、のり

面や土地の形を考慮すると、逆に高く売れたのではないかという回答でございます。６,７３６万
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９,０００円でございます。 

 続きまして、１６款１項１目一般寄附金、篤志寄附金でございます。この１５款と１６款は全

額財政調整基金へ積み立ての予定でございます。 

 続きまして、８ページでございます。歳出にまいります。 

 １款１項１目議会費３,１４４万９,０００円は、法改正による議員共済負担金の増でございま

す。以後、負担は継続するということになります。 

 続きまして、２款１項６目財産管理費１億１,６６５万４,０００円でございますが、１７節の

用地取得費が主なものであります。これは６月１０日に議員全員による現地視察を終えておりま

す。同じく１８目東日本大震災支援費２５０万円は、歳入の９款１項１目地方交付税分でござい

ます。 

 次のページ、１０ページをお願いします。３款１項１１目、１２目、１３目は、地域支え合い

体制づくり事業の県支出金でございます。単年度の補助ということになっていますが、以後も事

業は継続したいということでございます。 

 また、１３目の見守りにつきましては、水道検針をされている方々にも、これをお願いできな

いかというような質問が出ております。これは個人情報保護法があるため、慎重に対処していき

たいという回答でございます。 

 続きまして、３款２項１３目第二幼児園建設事業費でございます。これは文教厚生委員会の報

告のとおりでございます。 

 主なものは以上でございます。予算審査特別委員会、全員賛成で可決としております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。――質議なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。

――討論なしと認めます。よって、議案第３５号について採決に入ります。本案に対する委員長

の報告は可決です。よって、議案第３５号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起

立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第３５号平成２３年度須恵町一般会計

補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第４．諮問第１号 

○議長（三  良人）  日程第４、諮問第１号人権擁護委員の推薦を議題とします。 

 まず、総務建設産業委員長の報告を求めます。 
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○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  諮問第１号人権擁護委員の推薦について、総務建設産業委

員会の委員会報告でございます。 

 議案書の９ページでございます。本年９月３０日をもって、安河内義子氏の任期が満了となり

ます。これに伴い、人権擁護委員法第６条３項の規定により、下記の者を推薦したく本義会の意

見を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字植木１８５番地１１６、氏名、木下澄子、生年月日、昭和２５年３月

１８日。経歴は次ページのとおりでございます。 

 任期は３年間、定数は５名となっております。 

 委員会、全員賛成でございます。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  文教厚生委員会、全員賛成です。 

○議長（三  良人）  各委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。――質議なしと認めます。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  異議なしと認めます。よって、諮問第１号について採決に入ります。本案

に対する各委員長の報告は賛成です。よって、諮問第１号は各委員長報告のとおり決定すること

に御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦については、

各委員長の報告のとおり賛成することに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第５．議員提出議案第１号 

○議長（三  良人）  日程第５、議員提出議案第１号須恵町議会会議規則の一部を改正する規則

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。８番、合屋伸好議員。 

○議員（８番 合屋 伸好）  発議第１号であります。須恵町議会規則の一部を改正する規則の提

案説明でございます。お手元の資料をごらんください。 

 本会議の会議時間を現在の「午前１０時から午後４時まで」というのを「午前９時から午後

４時まで」に改正するものでございます。先の議運で提案され、その後の議員全員協議会におい
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て、事前の説明及び検討がなされております。 

 これは一般質問等での傍聴者が午前中で帰られる場合が多いことから、より多くの内容を傍聴

いただけるよう配慮するものであります。 

 また、開始時間を「９時」とするものではなく、「９時からにできる」というもので、状況に

応じてその都度時間は設定することとなります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質議なしと認めます。

よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論なしと認めます。よって、議

員提出議案第１号について採決に入ります。議員提出議案第１号は原案のとおり決定することに

御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議員提出議案第１号須恵町議会会議規則の

一部を改正する規則は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

 ここで須恵町選挙管理委員会委員、補充員の選挙に入ります前に、選考委員会の経過報告を求

めます。６番、荒木敏光議員。 

○議員（６番 荒木 敏光）  選考会の報告をいたします。 

 ６月９日、本会議終了後、正副議長、両常任委員会正副委員長の６名により、選考会を開催い

たしました。選挙管理委員会委員及び補充員の任期が、７月１１日をもって任期満了することか

ら次の者を選考いたしております。 

 氏名を読み上げますので、よろしくお願いいたします。なお、敬称と住所は省略させていただ

きます。 

 まず、選挙管理委員会委員候補に園田健士、木原秀幸、南里國秀、百田忠一。 

 補充員候補に吉松定明、荻晴美、今泉洋行、印藤光江、以上の方々でございます。 

 任期は２３年７月１２日から４年間となっております。 

 選挙の方法は、指名推薦で行いたいと考えております。 

 以上、選考会の報告を終わります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第６．須恵町選挙管理委員会委員の選挙 

○議長（三  良人）  日程第６、須恵町選挙管理委員会委員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法は地方自治法第１１８条第２項の規定による、指名推薦の方法にし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定

しました。 

 お諮りします。指名の方法は議長が指名することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しまし

た。 

 選挙管理委員会委員に、園田健士君、木原秀幸君、南里國秀君、百田忠一君を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長において指名しました方を選挙管理委員会委員の当選人とするこ

とに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました園田健士君、木原

秀幸君、南里國秀君、百田忠一君、以上の方が、須恵町選挙管理委員会委員に当選されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第７．須恵町選挙管理委員会補充員の選挙 

○議長（三  良人）  日程第７、須恵町選挙管理委員会補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法は地方自治法第１１８条第２項の規定による、指名推薦の方法にし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定

しました。 

 お諮りします。指名の方法は議長が指名することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しまし

た。 

 選挙管理委員会補充員に、吉松定明君、荻晴美君、今泉洋行君、印藤光江君を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長において指名しました方を選挙管理委員会補充員の当選人とする

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました吉松定明君、荻晴

美君、今泉洋行君、印藤光江君、以上の方が、須恵町選挙管理委員会補充員に当選されました。 

 次に、補充の順位についてお諮りします。補充の順位は、ただいま議長が指名した順にしたい
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と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、補充の順位は吉松定明君、荻晴美君、今

泉洋行君、印藤光江君、以上の順位に決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

 ここで地方自治法第１１７条の規定により、松山議員の退場を求めます。 

〔松山力弥議員退場〕 

日程第８．須恵町農業委員会委員の推薦について 

○議長（三  良人）  日程第８、農業委員会委員の推薦についてを議題とします。 

 お諮りします。７月１５日をもって任期満了となる議会推薦の農業委員には、松山力弥議員を

推薦したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議会推薦の農業委員には松山力弥議員を

推薦することに決定しました。 

〔松山力弥議員入場〕 

○議長（三  良人）  松山力弥議員に報告します。 

 ただいまの農業委員の推薦については、松山力弥議員が推薦されましたので報告します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第９．委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（三  良人）  日程第９、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。各委員会

より会議規則第７０条の規定により、次のとおり閉会中の継続調査の申し出があっております。 

 お諮りします。議会運営委員会による議会運営について、広報特別委員会より議会広報の編集

について、ぼた山開発特別委員会より今後の方向性について、文教厚生委員会より社会福祉協議

会理事及び町内小中学校管理職との意見交換について、総務建設産業委員会より須恵町商工会役

員との意見交換について、以上、各委員会申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１０．議員の派遣について 

○議長（三  良人）  日程第１０、議員の派遣についてを議題とします。 
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 お諮りします。議員派遣については、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議員の派遣については、お手元に配りま

したとおり派遣することに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本会議終了後、議会広報用写真を第三委員会で撮影します。その後、ぼた山開発特別委員会を

特別会議室で開催し、終了後、広報特別委員会を第三委員会で開催しますので、各委員の方は各

会議室に御集合お願いします。 

 会議を閉じます。平成２３年第２回須恵町議会定例会を閉会します。 

午前10時31分閉会 
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